
【様式１】 

規制の事前評価書 

 

法 令 案 の 名 称：脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案 

規 制 の 名 称：脱炭素成長型投資事業者排出枠割当制度の新設、再生資源利用計画の作成及び定期報告

義務、指定再資源化製品への製品追加 

規 制 の 区 分：■新設 □拡充 □緩和 □廃止 

  担 当 部 局：経済産業省ＧＸグループ環境経済室、経済産業省ＧＸグループ資源循環経済課 

  評 価 実 施 時 期：令和７年７月 

 

 

１ 規制の必要性・有効性 

 

【新設・拡充】 

＜法令案の要旨＞ 

・第 217回通常国会で成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な

利用の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第 52号）」により、今後、化石燃料賦課金の

徴収等に関する規定を整備するとともに、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行（以下「ＧＸ」という。）

に資する投資を促進するため、二酸化炭素の排出に係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引、指定脱炭素

化再生資源利用製品等の制度を創設し、併せて、脱炭素成長型経済構造移行推進機構（以下「機構」という。）

の業務の追加等の措置を講ずることが決まっている。他方で、義務対象事業者の具体的要件など規制に係る

詳細な事項については、政令に委任されているため、本政令において定めるものである。 

 

＜規制を新設・拡充する背景、発生している課題とその原因＞ 

（１）脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令（以下「ＧＸ推進法施行令」という。）

の一部改正について 

・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和５年法律第 32 号。以下「ＧＸ推進法」とい

う。）は、「産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せ

ずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造への円滑な移行を推進する」ことを

目的とし（第１条）、二酸化炭素の排出削減について、国民の身体を直接的に害するような汚染物質等に係る

公害防止のための環境規制とは異なり、経済活動と両立する形で誘導的に排出を抑制することとしている。

その上で、移行債による 20 兆円の支援や賦課金及び負担金といったカーボンプライシングの手法を採用す

ることとしているが、それに加えて、カーボンニュートラルの実現に向けて、10年間で 150兆円のＧＸ投資

をいかに引き出すかが課題である。 

・「ＧＸ実現に向けた基本方針（令和５年２月 10日閣議決定）」では、「今後の対応」として、2023年度からＧ

Ｘリーグにおいて自主的な排出量取引制度を開始するとした上で、「参画企業の自主性に重きを置く中で、

制度に係る公平性・実効性を更に高めるため、2026年度の『排出量取引制度』本格稼働以降、更なる参加率

向上に向けた方策や、政府指針を踏まえた削減目標に対する民間第三者認証、目標達成に向けた規律強化（指

導監督、遵守義務等）などを検討する」としており、ＧＸリーグでの自主的な排出量取引制度を、2026年度

の排出量取引制度の本格稼働に向け、更に発展させるための検討を進める方針が明記された。 

・その検討の結果、ＧＸリーグの課題を踏まえ、業種等の特性を考慮した目標設定のルール及びその目標を中



長期的に高めていくことの徹底、事業者において排出削減・投資喚起の動機付けが働くような目標達成の評

価の仕組み、排出枠の取引の指標となる価格が明確になるための仕組みが求められることが分かった。その

際は、ＧＸ推進法における二酸化炭素の排出抑制に対する基本的な考え方に沿って、事業者に対する誘導的

な措置を通じて二酸化炭素の排出抑制と経済活動の両立を図ることを前提とすることが適切であることか

ら、一定水準以上の二酸化炭素を排出する事業者がＧＸ投資を行うインセンティブを強化し、排出削減を進

めるために必要な措置を講ずることとする。 

（２）資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（以下「資源法施行令」という。）の一部改正について 

・原材料産業は、生産工程上、他の製造業よりも二酸化炭素を多く排出する傾向にあり、ＧＸの実現が特に求

められる。この対応策として、再生資源の利用は有効であり、これにより資源の開発や資源を活用した原材

料製造に伴う二酸化炭素の排出量を削減する効果があるものの、プラスチックやレアメタル等の資源に関し

て国内での再生資源の利用は進んでいない。このため、資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源

法」という。）において、二酸化炭素の排出の抑制のために特に再生資源の利用が必要な製品を対象として、

その製造事業者等に対し、再生資源の利用に関する措置を強化する。 

・ＥＶ用バッテリー等リチウム蓄電池は、海外からの調達に依存するレアメタル等を多く利用しており、ＧＸ

の促進のため、再生資源の利用によるサプライチェーン全体での二酸化炭素の排出抑制を促進する必要があ

るとともに、近年、リチウム蓄電池を起因とした発火・発煙事故が年間２万件以上と急激に増加しており、

特に、その主たる原因とされ、製品一体型で回収する必要のある電源装置（リチウム蓄電池を部品として使

用するものに限る。以下同じ。）、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスについて、それらの製造事業者等

に対し、自主回収・再資源化の徹底を図る必要がある。 

 

＜必要となる規制新設・拡充の内容＞ 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

・事業活動に伴い一定以上の二酸化炭素を排出しており、ＧＸ投資を通じた排出抑制が必要な事業者（以下「脱

炭素成長型投資事業者」という。）の届出に基づき、毎年度、業種特性も踏まえた考え方に則って、経済産業

大臣が当該年度中の二酸化炭素の排出量目標に相当する排出枠を無償で割り当て、翌年度に排出量の実績報

告を義務付けその排出量に相当する排出枠の償却を行う排出枠割当制度を新設する。政令において、届出が

必要となる二酸化炭素の排出量の閾値に関し、「10万トン」と規定する。 

・償却に当たって排出枠（当初の無償での割当てに加え、売買による増加も可）が不足した場合、不足分に比

例した未償却相当負担金の納付を義務付け、納付をした脱炭素成長型投資事業者は償却をしたものとみな

す。 

（２）資源法施行令の一部改正について 

・原材料産業等のＧＸ投資の促進やＧＸに必要な資源の確保のため、脱炭素化のために利用することが特に必

要な再生資源（以下「脱炭素化再生資源」という。）をその原材料として利用することを促進することが特に

必要な製品として指定脱炭素化再生資源利用促進製品を新設し、その製造事業者等の判断の基準となるべき

事項を定め、脱炭素成長型投資事業者の取組に配慮した脱炭素化再生資源の利用の計画の作成及び定期の報

告を義務付け、指導・助言、勧告・命令を行うことができるものとする。機構は計画の作成に関する助言を

行うものとする。 

・資源法施行令において、脱炭素化再生資源として再生プラスチック、指定脱炭素化再生資源利用促進製品と

して、プラスチック製容器包装（主務省令で定めるものを除く）、自動車、ユニット形エアコンディショナ、

テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機を指定する。 

・資源法施行令において、指定再資源化製品として電源装置、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスを追加

する。 

 



２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証） 

 

【新設・拡充】 

＜その他の規制手段の検討状況＞ 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

■検討した □検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由） 

・当初、2026年度からの排出量取引制度の本格稼働以降における、制度の発展の方向性については、以下のい

くつかの組み合わせが考えられた。 

 ①制度への参加を任意とした上で、参加した事業者に対し、当該年度の排出量の削減目標の作成及び排出量

の実績報告並びに報告された実績の排出量に相当する排出枠の償却を義務付ける制度 

 ②事業活動に伴い一定水準以上の二酸化炭素を排出する事業者に対し、当該年度の排出量の削減目標の作成

及び排出量の実績報告を義務づけ、目標の達成については努力義務とする制度 

 ③事業活動に伴い一定水準以上の二酸化炭素を排出する事業者に対し、当該年度の排出量の削減目標の作成

及び排出量の実績報告並びに報告された実績の排出量に相当する排出枠の償却を義務付ける制度 

・後述するＧＸリーグにおける試行的な排出量取引制度の課題も踏まえて、検討を行った結果、上記①及び②

では、制度に係る公平性及び実効性を担保した上で事業活動に伴い一定水準以上の二酸化炭素を排出する事

業者の排出削減及びＧＸの取組を十分に促すことはできないという結論に至り、③を制度の骨格として検討

を進めることとした。 

（２）資源法施行令の一部改正について 

■検討した □検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由） 

・判断基準において、再生資源の利用に関する定量的な目標を定めることを検討したが、足元では再生資源の

供給量が不足しており、再資源化の技術も発展途上であるため、一律の数値目標を課すのではなく、業種の

実態に即し実現可能な目標を事業者が自ら設定することとした。 

・電源装置、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスにおいて、製品設計として、易解体設計によりリチウム

蓄電池のみを分解・回収できるようにすることについて検討したが、取扱いの安全性の面から一体型製品と

なっていることから、これらを指定再資源化製品として追加することとした。 

 

＜その他非規制手段の検討状況＞ 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

□非規制手段を全く導入しておらず、今回初めて検討した 

□非規制手段を全く導入しておらず、今回も検討しなかった 

■非規制手段を既に導入しているが、別途の非規制手段も検討した 

□非規制手段を既に導入しているため、検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由、既に導入済みの非規制手段の内容） 

・非規制手段として、移行債による支援措置のほか、前述のＧＸリーグにおいて 2023年度より試行的な排出量

取引制度の取組を実施している。この仕組みは、自主的にＧＸリーグに参画する企業が、毎年度、自主的に

排出量の目標を掲げた上で、当該年度の実績が目標に達しなかった場合は、超過削減枠を調達するか、達成

できなかった理由を公表するものである。ここで「超過削減枠」とは、企業が設定した目標と実績の差分で

はなく、排出量の実績が我が国の排出削減目標の水準を下回る範囲に限って売買できるものである。 

・ＧＸリーグは、上記の通り自主性に重きを置いた枠組みであるところ、以下の課題が見られる。 

①参加企業において自主的に目標を設定するため、一部の業界では削減率に約２割～４割の乖離があるなど、



特に同一の業界内において、当該業界の特性等を踏まえても取組が不十分な事業者がおり、事業者間で取

組にばらつきが見られること 

②目標が自主に委ねられ、また、実績が目標を達成せず、かつ未達分について超過削減枠を調達しなくても

未達理由を公表すれば足りるため、必ずしも中長期的に排出量を低減させるための投資をするインセンテ

ィブが十分にないこと 

③超過削減枠は、業種の特性を考慮せず、国全体の排出削減目標の水準との差分でのみ創出され、かつ目標

を超過した事業者が超過削減枠を購入するとも限らないため、自らや業界の自主目標より野心的な排出削

減を行ったとしても自らの取組の成果が評価されず、排出削減の意欲が喚起されないこと 

④超過削減枠は、実績が確定した後まで創出されず、かつ目標を超過した事業者が超過削減枠を購入すると

も限らないため、売買の機会が限られる中で超過削減枠の価格の形成がされにくく、その価格を指標とし

た投資行動につながらないこと  

・ＧＸリーグの課題を踏まえ、排出量取引制度の発展の方向性について、非規制手段も含めて検討した結果、

業種等の特性を考慮した目標設定のルール及びその目標を中長期的に高めていくことの徹底、事業者におい

て排出削減・投資喚起の動機付けが働くような目標達成の評価の仕組み、排出枠の取引の指標となる価格が

明確になるための仕組みが求められるという結論に至り、規制的手段を導入することとなった。 

（２）資源法施行令の一部改正について 

□非規制手段を全く導入しておらず、今回初めて検討した 

□非規制手段を全く導入しておらず、今回も検討しなかった 

□非規制手段を既に導入しているが、別途の非規制手段も検討した 

■非規制手段を既に導入しているため、検討しなかった 

（検討した内容・結果又は検討しなかった理由、既に導入済みの非規制手段の内容） 

・非規制的手段として移行債による支援措置を既に導入しており、動静脈連携による資源循環に係る技術開発

及び実証に係る設備投資等を支援している。 

・現行において、事業者自ら、自主回収・再資源化への取組が実施されているケースがある。 

 

３ 効果（課題の解消・予防）の把握 

 

【新設・拡充】 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

・先行して排出枠割当制度を導入するＥＵにおける当該制度の導入効果について、2005 年から 2012 年までの

期間で、対象事業者と非対象事業者間での排出量削減、投資の進捗を比較した研究によれば、非対象事業者

に比して対象事業者の方が約 11％排出削減を進め、固定資産の総額を 8.2％増加させており、対象事業者が

排出削減技術に積極的に投資する点で一定の効果があったことが伺える。このことから、脱炭素成長型投資

事業者に対して排出枠割当制度を導入することには、我が国のＧＸ投資を促進する効果が期待できる。 

・排出量取引制度の中では、制度対象事業者に、毎年度、排出実績量の報告を求めているところ、その実績量

の推移や、割り当てた排出枠の量との比較により、効果を把握することとなる。 

（２）資源法施行令の一部改正について 

・指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造事業者等に対して再生資源の利用の計画の作成及びその実施状況

の定期の報告を義務づけることで、対象事業者の再生資源の利用目標を引き出し、事業者が計画的に再生資

源の利用に向けた技術の向上や設備投資を促進する効果が期待できる。実際に、再生資源の利用に積極的な

業界は高い目標を自主的に掲げ、取組を進めており、例えば、クリーン・オーシャン・マテリアル（CLOMA）

は、2030年までに再生資源の利用率を 30％にするという高い目標を掲げている。 

・今後、事業者からの計画提出・定期報告を基に、我が国における再生資源の利用量向上に向けた見通しや実



施状況等を把握することとなる。 

・指定再資源化製品への製品追加により、その自主回収・再資源化の徹底を図り、レアメタル等の再資源化の

向上、引いては、発火・発煙の原因の減少に寄与することが期待できる。 

・追加した製品についても、現行の２品目（パーソナルコンピュータ、密閉形蓄電地）と同様に、自主回収・再

資源化に関係する実施状況を把握することとなる。 

 

４ 負担の把握 

 

【新設・拡充】 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

＜遵守費用＞ 

・脱炭素成長型投資事業者は約 300～400者を想定しているが、排出枠割当制度は、脱炭素成長型投資事業者に

対して排出枠を無償で割り当てた上で、当該年度の排出量の実績報告とその排出量に相当する排出枠の償却

を義務付ける制度であり、自社の排出削減への投資を進め、割り当てられた排出枠の範囲内まで排出削減を

進めれば、他の脱炭素成長型投資事業者から排出枠を調達する費用は発生しない。 

・なお、割り当てられた排出枠を排出実績量が超過した場合は、その分の排出枠を調達する必要がある。その

費用は個社の排出枠の保有状況や、排出枠取引市場における排出枠の価格などに応じて一概には言えないも

のの、制度対象事業者の排出目標量と排出実績量の差分や制度対象事業者の排出削減の進展の状況等は継続

的に確認することとしており、その確認の結果を踏まえ、必要に応じて、排出量の割当てに関する政府指針

の見直し等を実施していく。 

・また、事業者に求める届出等の方法については検討中であるが、今後、事業者が要する時間の見込み等を把

握する。 

＜行政費用＞ 

・詳細な執行方法については検討中であるが、今後、行政手続法に基づき定める標準処理期間の検討と合わせ

て、行政庁が１事業者当たりの届出の受理等に要する時間の見込み等を把握する。 

・なお、排出枠割当制度の運用のため、機構に交付金を交付することを想定している。 

（２）資源法施行令の一部改正について 

＜遵守費用＞ 

・規制を新設することにより生じる事業者の負担は、計画の作成及び定期の報告に伴う事務負担等が考えられ

るが、事業者が自主的に実現可能な目標を設定することを求めるものであることから、直ちに多大な費用等

の負担を強いるものではない。 

・計画作成・定期報告の対象事業者数は約 100 者と見込まれる。また、事業者に求める計画作成等の方法につ

いては検討中であるが、今後、事業者が要する時間の見込み等を把握する。 

・指定再資源化製品への製品追加により生じる事業者の負担は、自主回収・再資源化に係るデータ管理及びそ

の公表のための負担が考えられるが、直ちに多大な費用等の負担が生じるものではない。 

＜行政費用＞ 

・詳細な執行方法については検討中であるが、今後、行政手続法に基づき定める標準処理期間の検討と合わせ

て、行政庁が１事業者当たりの届出の受理等に要する時間の見込み等を把握する。 

・なお、計画の作成の際に、事業者の求めに応じて機構が助言を行う際には、機構は事業者から手数料を徴収

することができることとしている。 

・指定再資源化製品について、当該製品に指定されたことに伴い発生する届出等行政手続きはなし。 

 

５ 利害関係者からの意見聴取 



 

【新設・拡充 緩和・廃止】 

（１）ＧＸ推進法施行令の一部改正について 

■意見聴取した □意見聴取しなかった 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・主な意見内容としては、排出枠の割当てに当たって業種別の特性や脱炭素化に向けた時間軸の違いを考慮す

ることが重要という指摘があり、この点は、今後有識者や業界等の意見を聞きつつ、排出枠の割当方法の詳

細の決定に際して考慮していく。 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

会合の名称①：ＧＸ実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ 

開催日 

第１回 令和６年９月３日 

第２回 令和６年９月 20日 

第３回 令和６年 10月 31 日 

第４回 令和６年 11月 22 日 

第５回 令和６年 12月 19 日 

会合の名称②：産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会 

開催日 

第１回 令和７年７月２日 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

以下、HPに議事概要を掲載 

・ＧＸ実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ： 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/carbon_pricing_wg/kaisai.html 

・産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会： 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/index.html 

 

（２）資源法施行令の一部改正について 

■意見聴取した □意見聴取しなかった 

＜主な意見内容と今後調整を要する論点＞ 

・再生資源の利用義務については、業界別の特性や国内の再生資源の供給動向を考慮して、計画作成及び定期

報告の内容、対象製品、時期等を検討していく必要があるという指摘があり、この点は、今後有識者や業界

等の意見を聞きつつ、制度の詳細を決定する際に考慮していく。 

・指定再資源化製品については、追加する製品の関係業界から自主回収及び製品設計における易解体性設計に

係る取組状況に関する意見聴取を実施し、リチウム蓄電池の取り外しが困難な場合の、一体型製品として回

収を促進するための指定に対しての反対意見は特段なく、回収に当たっては自治体との連携や消費者への周

知徹底が必要との意見があった。今後有識者や業界等の意見を聞きつつ、自主回収又は再資源化の実施方法

や再資源化の目標など判断基準の詳細を決定することとしている。 

＜関連する会合の名称、開催日＞ 

会合の名称：産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会  

開催日 

第１回 令和５年９月 20日 

第２回 令和５年 11月６日 

第３回 令和５年 12月 13 日 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/carbon_pricing_wg/kaisai.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/index.html


第４回 令和６年１月 25日 

第５回 令和６年２月 13日 

第６回 令和６年３月 11日 

第７回 令和６年３月 29日 

第８回 令和６年５月９日 

第９回 令和６年６月 27日 

第 10回 令和６年 12月 18 日 

第 11回 令和７年６月 26 日 

＜関連する会合の議事録の公表＞ 

以下、経済産業省 HPに議事概要を掲載。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/index.html 

 

６ 事後評価の実施時期 

 

【新設・拡充、緩和・廃止】 

＜見直し条項がある法令案＞ 

・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部

を改正する法律における見直し条項（期限５年）を踏まえ、法律の施行後５年を目途に事後評価を実施する。 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/index.html

